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自
民
・
維
新
連
立
合
意
の
「
副
首
都
」

前
提
は
大
阪
市
廃
止
Ｓ
｀
」
構
皿

　
自
民
党
と
日
本
維
新
の
会
か
連
立
政
権
樹
立
で
合
意
し
、
1
0
日
公
日
に
高
市
政

権
が
発
足
し
ま
し
た
。
両
党
の
「
連
立
政
権
合
意
書
」
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
、

維
新
か
連
立
の
「
絶
対
条
件
」
の
Ｉ
つ
と
し
て
自
民
党
に
要
求
し
た
「
副
鯉
鄙
」

構
想
。
２
度
に
わ
た
る
住
民
投
票
で
大
阪
市
民
が
否
決
し
た
、
「
大
阪
鄙
」
構
想

を
前
提
と
す
る
、
党
利
党
略
の
産
物
で
す
。

　
　
「
副
首
都
」
構
想
に
つ
い

て
両
党
は
年
内
に
協
議
体
を

究極の党利党略

設
け
、
来
年
の
通
常
国
会
で

法
案
を
成
立
さ
せ
る
と
し
て

い
ま
す
。
維
新
は
こ
と
し
７

月
の
参
院
選
公
約
で
「
副
首

都
か
ら
起
動
す
る
経
済
成

長
」
を
掲
げ
、
９
月
末
に
は

　
「
副
首
都
機
能
」
の
整
備
に

関
す
る
法
案
の
骨
子
素
案
を

発
表
し
ま
し
た
。

‐
－
ｉ

大
阪
市
を
よ
く
す
る
会

　
中
山
直
和
琵
の
話

　
維
新
が
出
し
た
「
副
首
都
骨
子

素
案
」
に
は
、
2
3
年
の
通
常
国
会

で
廃
案
に
な
っ
た
「
副
首
都
」
法

案
に
は
な
か
っ
た
「
特
別
区
」
設

置
を
認
定
要
件
に
潜
り
込
ま
せ
、

維
新
内
外
か
ら
は
「
副
首
都
」
と

　
「
大
阪
都
」
と
は
別
物
と
指
摘
さ

れ
、
松
井
一
郎
元
維
新
代
表
か
ら

も
「
せ
こ
い
や
り
方
ダ
メ
」
（
「
毎

日
」
）
な
ど
と
言
わ
れ
る
あ
り
さ

ま
で
す
。

　
こ
の
変
化
の
背
娘
に
は
、
昨
年

９
月
に
大
阪
維
新
の
会
の
刷
新
Ｐ

Ｔ
が
出
し
た
「
中
間
報
告
」
に
示

さ
れ
た
「
こ
こ
１
、
２
年
で
（
維

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
副
首
都

機
能
」
と
は
、
「
東
京
一
極

集
中
の
是
正
」
の
名
で
、
東

京
圏
と
並
ん
で
日
本
経
済
の

中
心
と
し
て
成
長
を
け
ん
引

す
る
と
と
も
に
、
賄
鄙
圖
で

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場

白
に
、
首
都
機
能
を
代
替
す

る
も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。

新
の
）
支
持
者
が
半
減
」
と
い
う

　
「
維
新
退
潮
」
の
現
実
を
受
け
。

　
「
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ

と
」
は
「
次
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
・

旗
印
の
設
定
」
と
の
結
論
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
「
旗
印
」
が
、
３
度

目
の
「
大
阪
都
」
構
想
へ
の
挑
戦

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
２
度
目
の
否
決
を
受
け
て
「
政

治
家
と
し
て
『
都
』
構
想
を
掲
げ

る
こ
と
は
な
い
」
と
明
言
し
た
吉

村
氏
が
、
「
大
阪
維
新
退
潮
」
に

歯
止
め
る
か
け
る
た
め
、
政
権
と

国
会
を
利
用
す
る
と
い
う
、
究
極

の
党
利
党
略
で
す
。
し
か
も
、
日

本
維
新
の
会
も
利
用
し
て
「
大
阪

維
恩
だ
け
の
「
復
調
」
が
狙
い

で
す
か
ら
、
矛
盾
は
さ
ら
に
広
が

る
で
し
ょ
う
。

井
氏
ら
Ｈ
２
０
２
０
年
Ｈ
月
１
日
、
大
阪
市
北
区
内

　
　
「
副
指
都
機
能
」
を
整
備

す
る
道
府
県
を
指
定
す
る
の

は
、
首
相
。
通
府
県
は
議
会

で
の
議
決
を
受
け
て
、
首
相

に
申
請
し
ま
す
。
首
相
が
指

定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
道

府
県
が
次
の
３
つ
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
　
第
１
は
、
大
都
市
法
に
基

づ
い
て
「
特
別
区
妙
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
第
２
は
、

都
市
機
能
の
集
積
が
高
く
、

経
済
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。
第
３
は
、
東

京
圈
が
被
災
し
た
場
合
に
、

同
じ
災
害
で
著
し
い
被
害
を

受
け
る
恐
れ
か
少
な
い
と
見

込
ま
れ
る
こ
と
で
す
。

　
第
１
の
要
件
に
照
ら
す

と
、
大
阪
府
に
「
副
首
都
機

能
」
を
整
備
す
る
た
め
に

は
、
政
令
市
で
あ
る
大
阪
市

を
廃
止
し
て
、
「
特
別
区
」

を
設
置
す
る
、
い
わ
ゆ
る

　
「
大
阪
都
」
構
想
の
実
現
が

不
可
欠
だ
と
い
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
骨
子
案
に
は
。

　
「
副
首
都
機
能
」
を
整
備
す

る
溢
府
県
へ
の
国
か
ら
の
税

源
移
譲
、
経
済
基
盤
の
強

化
、
首
都
機
能
の
移
転
に
必

要
な
措
置
の
ほ
か
、
国
会
の

承
・
認
を
経
て
道
府
県
の
名
称

を
変
更
（
大
阪
府
か
ら
大
阪

都
へ
）
で
き
る
こ
と
も
盛
り

込
ん
で
い
ま
す
。

　
日
本
維
新
の
会
は
2
3
年
の

通
常
国
会
に
も
「
副
首
都
機

能
」
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
を
握
出
し
ま
し
た
が
、
審

議
未
了
で
廃
案
と
な
り
ま
し

た
。
　
大
阪
維
新
の
会
が
看
板
政

策
と
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る

　
「
大
阪
都
」
構
想
は
、
２
０

１
５
年
と
2
0
年
の
、
２
度
に

わ
た
る
住
民
投
票
で
否
決
さ

れ
、
「
大
阪
市
存
続
」
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
２
度
目
の

否
決
を
受
け
た
記
者
会
見

で
、
当
時
の
松
井
一
郎
大
阪

市
長
は
政
界
引
退
を
表
明
。

吉
村
洋
文
知
事
は
こ
Ｌ
う
明

言
し
ま
し
た
。

　
　
「
僕
が
政
治
家
と
し
て

　
『
大
阪
都
』
構
想
に
再
挑
戦

す
る
こ
と
は
な
い
」

　
１
回
目
の
住
民
投
票
で

　
「
特
別
区
」
の
制
度
案
づ
く

り
を
担
っ
た
大
都
市
局
は
、

住
民
投
票
後
、
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
と
こ
ろ
か
1
5
年
の
ダ

ブ
ル
選
で
、
引
き
続
き
知
事

・
大
阪
市
長
の
座
に
つ
い
た

維
新
は
、
1
6
年
４
月
に
再
び

　
「
特
別
区
」
の
制
度
設
計
を

担
う
「
副
首
都
推
進
局
」
を

設
置
。
と
こ
ろ
が
2
0
年
の
住

民
投
票
で
「
特
別
区
」
辰
己

が
否
決
さ
れ
て
５
年
に
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
続
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
と
は
別
に
大
阪
府
・

市
と
堺
市
は
1
5
年
1
2
月
、

　
「
東
西
二
極
の
一
価
を
担
う

副
首
都
・
大
阪
」
の
確
立
を

目
指
す
な
ど
と
し
て
、
「
副

首
都
推
進
本
部
」
を
設
置
。

　
「
副
首
都
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
つ

く
り
、
改
定
作
業
を
続
け
て

き
ま
し
た
。

市
民
不
在
の
制
度
い
じ
り
や
め

自
治
体
本
来
の
姿
に
戻
る
べ
き

　
　
日
本
共
産
党
大
阪
市
議
団
山
中
智
子
♂

　
日
本
共
産
党
の
山
中
智
子

大
阪
市
議
団
長
は
、
「
『
副
首

部
』
な
ど
と
い
う
ご
ま
か
し

で
、
こ
れ
以
上
、
大
阪
市
と

市
民
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
は

許
せ
な
い
。
市
民
生
活
を
置

き
去
り
に
し
た
制
度
い
じ
り

に
、
貴
重
な
財
源
や
人
材
、

時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
つ

ま
で
詞
や
す
の
か
。
き
っ
ぱ

り
と
や
め
、
大
阪
市
は
基
礎

自
治
体
本
来
の
姿
に
戻
る
べ

き
だ
」
と
話
し
ま
す
。
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